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平成 25 年度 第４回市川市市政戦略会議 
 

１．開催日時：平成 25年 8月 27日（火）午後 4時 00分から午後 6時 00分 

２．場  所：市役所本庁舎 3階 第 4委員会室 

３．出 席 者：（敬称略、50音順） 

会  長 栗林  隆 

副 会 長 田口 安克 

委  員 石橋 行子 ・ 大矢野 潤 ・ 木村 直人 ・ 幸前 文子 ・ 杉浦 功一 

田平 和精 ・ 新田 英理子 ・ ハリス 貴子 ・ 平田 直 ・ 古瀬 敏幸 

吉原 稔貴 

  （欠 席） 青山 真士 ・加藤 健一  

 

川上 親徳 （財政部長） 

林  芳夫 （財政部次長） 

蛸島 和紀 （財政部財政課長） 

峰崎 謹二  (財政部財政課主幹) 

大塚 信之 （財政部財政課主幹） 

遠山 忠  （財政部財政課副主幹） 

西澤 重悟 （財政部財政課主査） 

山﨑 裕幸 （財政部財政課主査） 

小坂 知之 （財政部財政課主任） 

 

     岡本 博美 （企画部長） 

吉野 芳明 （企画部次長） 

     田中 信介 （企画部次長） 

     佐野 滋人 （企画部企画・広域行政課長） 

     山元 康裕 （企画部行財政改革推進課長） 

高久 聡  （企画部行財政改革推進課主幹） 

佐藤 靖彦 （企画部行財政改革推進課主任） 

松本 彦  （企画部行財政改革推進課主任） 

大平 哲也 （企画部行財政改革推進課主任） 

４．議題 ： 第１号 諮問事項「行財政改革大綱第 1次アクションプランについて」 

（1）使用料・手数料の見直し 
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【午後 4時 00分 開会】 

 

議題 第１号 諮問事項「行財政改革大綱第 1次アクションプランについて 

Q                     （1）使用料・手数料の見直し                          

 

○栗林会長 

  それでは、ただ今より第 4回の市政戦略会議を開催する。今日の会議の位置付けであるが、

懸案の市長から諮問のあった第一弾、使用料・手数料の見直しということに関して、皆さん

のお手元に一週間程度前にメールで私どもからお配りしたが、これは前回までの会議の中身

を踏まえて、事務局のスタッフの方が大変なご苦労して素案を起こしたものに、私と田口副

会長で散々議論して、大変ご苦労お掛けして出来たものを案として、今みなさんのテーブル

の上に乗せているところである。 

今後のタイムスケジュールだが、来月 9月 18日水曜日にみなさんを代表して私と田口副会

長と 2 人で、市長に答申させていただく、ということになっているので、今日がこういった

委員のメンバーで議論していただく最後の機会である。今日は十分時間をとるので、忌憚な

きご意見を、是非述べていただきたいと思う。 

最初にごく若干の時間であるが、実は、幸前委員から、前回公民館利用者協議会という殆

どの方が聞いたことがない内容の質問が出て、事務局の方でも答えられないことがあったの

で、5分以内程度で説明してほしい。 

 

○松本行財政改革推進課主任 

先程会長の話のとおり前回の市政戦略会議において持ち越しになっていた公民館に関する

事項について公民館を所管している社会教育課に事実を確認したので、回答する。 

まず、それぞれの事項について詳細にお答えする前に、まず簡単に公民館の使用方法、資

格について説明する。 

公民館は市内に在住、在勤の方が中心となって構成する団体が、各種のサークル活動や学

習会、研修会などのために使用することができる社会教育施設となっており、使用に際して

は一定の制限があり、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがあるときや特定の政治の利害

に関する事業、特定の宗教の支持、又は特定の教派、宗教若しくは教団の支援をすること、

もっぱら営利の目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営

利事業を援助すること等は利用できないこととしている。 

公民館の使用に際しては事前の申請、予約が必要となる。 

予約の方法は直接来館する方法のほか、電話予約、インターネットを利用した予約の 3 種

類の方法があり、予約の開始は使用しようとする日に属する週の 14週前の使用日の同じ曜日

の日からとなるが、来館の場合は 9 時から電話予約は 9 時 30 分から、インターネットでは

12時からとなっている。 

次に公民館利用者協議会の実態についてであるが、公民館利用者協議会は、サークル相互

が協力し合い、親睦を深め、公民館活動の発展に寄与することを目的とした、任意団体であ

り、市から補助金の交付等はされていない。 

次に、この公民館利用者協議会が先に予約を押さえているため、協議会に入っていない団

体が利用できない状態になっているという指摘についてであるが、この点について、過去、

ある公民館において、使用希望が非常に多く、使用受付のために深夜から早朝にかけて希望

者が来館し、近隣住民とトラブルになったということがあり、そのトラブルに対応し、かつ
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均等な部屋の使用を目的として、利用者協議会の協力の下、使用回数や時間を制限した中で、

「予約の調整」をした経緯があり、現在もこの方法が運用されているとのことである。 

なお、その他の公民館においてはこの方法は運用されておらず、来館、電話、インターネッ

トというさきほどの 3つの方法で予約の運用がされている。 

しかし、近年の使用者の増加や使用の公平性の観点から、公民館運営に関する各種課題等

を審議する「公民館運営審議会」の意見を聞くなど、予約方法等を含め、改善策を検討して

いるところであるとの回答がなされている。 

 

○栗林会長  

幸前委員、なにかコメントはあるか。 

それでは特段みなさんよいか、任意団体であって市川市は全く関知していないと、聞いて

いるが、今お話では諸事情があったということである。 

 

○田平委員 

このように利用者が増加しているところほど値上げをして、需給関係を緩めていけばいい

と思う。そうすれば、行政も財政もよくなる。だから、そういうところは大いにどんどん値

上げをして、民間より高いとちょっと問題かもしれないが、やればいいと思う。 

そういう実体が明らかになったということは、行政にまったく工夫がないなということで

ある。 

 

○栗林会長 

田平委員から一喝するというご意見をいただいた。それでは次に移りたいが、答申案は、

既に目を通していただいているかと思うし、事前にコメントもしくは要望等を 4 名の委員の

方がお寄せいただいた。十分時間をとって、お伺いをお聞きして、みなさんにまたお諮りし

て修正したいと思っている。既に目を通していただいているが、事務局の方からかいつまん

で要点だけ説明してもらう。 

 

○大平行財政改革推進課主任 

 

（ 【資料 1】答申案 に基づいて説明。 ） 

 

○栗林会長 

それでは審議に入る。資料 2 をご覧いただきたい。4 名の委員の方から詳細な投稿、コメ

ントをいただいているようなので、1 ページから順を追ってこの資料を基にご提案、要望の

ご意見を述べていただき、そしてみなさんで議論するということにしたい。それでは早速 1

ページのところからご意見をいただいた方に説明願いたい。 

 

○木村委員 

１ページのところに意見と要望ということで書かせていただいた。 

その前に全般的なことを、書いてあるが、議論は全般的に反映された形になっていると感

じたが、期間があったのでよくよく考えてみると、確かに事例で公民館だとかプールとかス

ポーツ施設を取り上げて、原価とかそれに併せた収入の状況だとかを比較したが、たとえば

公民館はたくさんあるが、その一つだけ取り上げて全体を考えた場合、一つ一つ全部公民館

に対して回収の度合いから利用料、使用料を設定していくのか、それとも全般的に公民館は
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そもそも全体でこういうコストを、それに対してこういう収入があるからこうだという形に

するのかということについて、あまりちゃんと議論しなかったと感じている。一応個別にとっ

たので個別だろうし、コメントの真ん中のところにそのように書いたが、市の行政コスト計

算書は施設別に公表されているので、一つ一つの施設に対してどういうコスト、ここは使用

料の設定をするとか可能だと思う。しかし、個別に決めていくのか、全般的なものを決めて

いくのかという、会議の方向付けした方がいいと思う。 

個人的にはやはり施設別というのは個別の要素が入りすぎる。たとえばそこが給料の良い

職員が配置されているとか、あるところではほとんどアルバイトのような人であるとか、そ

れから建って原価回収されているところもあれば、作ったばかりというところもあり、極端

な話、運不運が価格に反映されていいのかどうかというのが疑問に残る。私としては全般に

施設の種別単位ぐらいで金額を決めればいいかなと思った。 

それからその下のポチでⅢ④とⅣ④で近隣との金額の調整ということで書いてある、Ⅲ４

のところはとりあえず見送る形で書いてあるが、Ⅳのところは徹底して追求しなさいという

ことで、その辺のバランスのところで、読む人がちゃんと理解してくれるのかと心配になっ

た。 

逆にお金の使い方の話だが、私は前に民間企業にいたが、数字が悪くなると、将来のこと

はあまり考えないで、目先の経営上の数字をよくするということで、投資をしない、極端な

話だが改修をしないなどの。市の場合、余計な心配かもしれないが、そういう数字にこだわ

りすぎて、必要な投資が。どっちかというと積極的に投資する方向かもしれないが、そうい

うことが起きないかなというのが、これは個人的な余計な心配である。 

 

○栗林会長 

十分時間があるので、今のご議論の中でⅢ④とⅣ④のバランスということだが、もうちょっ

と説明して欲しい。 

 

○木村委員 

そんなにひどいという話ではないが、10ページのⅢ④のところで、変なところでマイナス

イメージが働くところもあるし、原案通りで構わないのではないかということで言い切って

いるが、それに対して附帯意見のところの 15ページの④のところで、ここのところは行財政

改革を進めると、こういう細かいところもやるという、ちょっとその辺のところが都合のい

いように解釈されているのではないか。逆に結論はあるがという感じで。これは悪いという

わけではないが、なんとなく気になった。 

 

○栗林会長 

木村委員の発言を簡単にレビューすると、10ページのⅢ④のところの論調として、原案通

りというような、ここのところは料金の議論であり、いわゆる市川市は料金、使用料である

わけだが、料金に関しては近隣市とのバランス等々で、原案で止むを得ないという論調であ

るにも関わらず、次に 12ページのⅣ④では、大胆に見直そうとなっている。これ我々の真骨

頂の部分だが、使用料に関して、もうちょっと見直そうというようなご指摘である。それと

15 ページの附帯意見のところだが、4 のところで、近隣市との料金の均衡をはかることにつ

いて、本文では現状やむなしといっておきながらやはり考える必要がある。 

ただ附帯意見であるので、矛盾しているわけではなくて、15ページの冒頭数字を見て欲し

いが、答申としては取り上げられなかったものの、当会議として重要性の高いと思われるも
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のを附帯意見として取りまとめたということで、答申とはしていないが、こういう意見があっ

たという、通常少数意見といわれるものである。こういう意見もあったということである。 

そうすると唯一議論の必要があるとすると、施設別に個別に出すのか、それとも全体で出

すのかという議論が若干曖昧ではないかというご指摘のところである。いわれてみると、そ

このところは明確な話になってない。11ページを見ていただいて、我々が最も今回答申でい

いたかったことは、新たな使用料の算出基準についての提言ということにまとまっていて、

１として正確なコストを算出するということである。言い換えると民間と比べると利益部分

と税負担部分を除いた全てを必要経費としてカウントするということだから、これ我々市政

戦略会議の答申としては行政の方に望むのは全施設について実額を出してほしい、というこ

とを当然望む、そういった意味では個別に実額計算すべきと、そういう話になる。正確なコ

ストの算出ということに関しては。それを受けたところで市民負担率の導入ということで、

非常に紛らわしいので、いわゆる受益者負担率という概念をやめよう、ということである。

それで市民負担率なる料率を入れるということになった。それと 3 であるが、政策判断に応

じてさらに調整しようとするものである。例えばここにある例だが、A 公民館 B 会議室だと

実額計算すると 1 時間当たり 3,600 円になるという数字が出ている。ただ旧受益者負担率を

援用して新市民負担率、行政が半分、市民に半分払ってもらうとして、最後の最後に 1/2 50%

を掛けましょうということで、1,800 円払ってもらいたいが、いきなりそうもいかないだろ

うから、経過措置を講じると同時に、吉原委員が先般おっしゃったけれども、場所によって

ウェイトをつけざるを得ないだろうと思う。その判断は行政の第一線の所管に任せるしかな

いので、駅前の回転率のいい好立地の部分、逆に非常に稼働率の悪いところなどは、当然何

らかの判断でウェイトをつけて、つまり 1,800 円を、あるところは更に 0.5 掛けるとかそう

いったこともありえると思うので、政策判断に応じて更に調整率で調整ほしいと思う。ただ

その延長線上ではこういった公の施設の行政における経営感覚が求められている。今回はそ

こまで踏み込んでないわけだが、10月以降はいよいよ本番である。実際経営ということで 10

月以降本格的審議に入る。12ページにいって、大幅な見直し、さらに経過措置を設けるとい

うことだが、いずれにしても具体案として、A公民館 B会議室の例で、実額計算をすると 3,600

円になるという話であり、公民館に負担率、市民と行政折半で 1,800円だという話になるが、

実際には現在 250 円であり、極端に乖離している。 

250 円を来年から 1,800 円に値上げするのは、非現実的だから経過措置を設けるというこ

とで、更には立地場所に応じて調整率を設けることとした。 

ただ当戦略会議が市長に大きく言いたいことは、そうはいっても大幅に上げよう、と言っ

ている。12ページの 2つ目のパラグラフだが、ただし見直し初年度の来年度については、こ

れまで通りの軽微な引き上げ幅ではなく、冒頭に述べたような背景を踏まえ、3倍 4倍といっ

た思い切った設定にすべきであると。その上で、次年度以降それぞれ社会経済情勢等勘案し

ながら引き上げ幅を検討していくものとする。数年間の経過措置を設けて、我々としては稼

働率のいいところは数年間かけて 3,600円×市民負担率 50%、1,800円にもっていきたい。初

年度も 250 円を 300 円とか 400 円ではなくて、やっぱり 1,000円位にしてくださいと、市長

に強く要望、答申するという内容になっている。 

それでは今日の資料 2 の、2 ページの、第Ⅴ項の最後に第 4 の項を新設して以下の文章を

追加することを提案しているとのことで、田平委員お願いしたい。 

 

○田平委員 

2 ページは私が書いたものである。第Ⅴ項の次に、第４項を追加し、以下の文章を追加す

ることを提案したい。「４，市職員の意識改革の必要性」というところだが、実は私の原文の
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5分の 1しか載っていない。その原文を意見表明として読ませていただきたい。 

「今回の『第 1 次アクションプラン（１）使用料・手数料の見直し』の答申案文作成ご苦

労様でした。よく勘所を捉えてあり、秀逸な答申案文とお見受けし、深甚なる敬意を表しま

す。」これは、事務局及び会長・副会長、及び皆様方へ対してである。 

「基本的に、本案文で良いと考えますが、今後の事を考えて、『答申案文 第Ⅴ項の最後に、

下記の如き補足・書き込み』をお願いできれば、更に良くなると考えて、ご提言申し上げま

す。」のあとに、別紙の文章がある。これは私の書いた文章の前半分である。これはよかった

ら採用していただきたいといことで読ませていただきたい。 

「今回の戦略会議の議論の中でも、戦略会議委員と市職員の意識の違いが明らかになった。

激しい市場競争環境下で生計を立てている民間側委員は、自社企業の赤字・倒産・一家離散

という『潜在的な危機感』をバネに、より良い品質の商品・サービスを、そのＴＰＯに応じ

て、市場が評価する適正価格でご提供すべく、日々努力を重ねている。従って、市財政の経

常収支比率や財政力指数の悪化には敏感で、市民の理解を得つつ適正負担をお願いし、財政

を健全化させねばならないと考え、民間の感覚では常識だが、過去の行政の感覚では厳しい

と感じられる今回の答申を行った。米国では、かつて自動車産業の象徴であったデトロイト

市の財政破綻がニュースとなっているが、これは人口減少・税収減のトレンドに対して、危

機感を持たず、不作為を続けて来た事が原因である。日本でも先頃財政破綻した夕張市は、

市民サービスが大幅に低下し、市の公務員の数も、一人当たりの給与も半分以下となってい

ると聞く。財政破綻前に適切な手を打ち、危機を未然回避する事は勿論、行政業務の効率化

で、市民サービスを強化して、地域間競争に勝利し、首都圏に光り輝く市川市を目指したい。」 

これを付けていただきたいと提案したい。ただ元々の原文はさらに続き、これは確かに採

用されると思っていないが、こういう激烈な文章を書いているので、ご紹介申し上げたい。 

「然るに、本戦略会議に出席される市職員の一部の方々の顔色・態度・発言を見ていると、

言葉にこそ出されないが、内心は『委員は無茶苦茶な事を言っている！』『冗談じゃない、こ

んな値上げ案が通ると、担当の俺が市民のクレームの矢面に立たされて困る！』『市川市が赤

字になっても、市が財政破綻し、俺が解雇されるような事態になる筈がない！』『俺の任期中

は、平穏無事でお願いしますよ！』等といったお考えが脳裏をかすめておられるように、我々

委員が感じるのは穿ち過ぎであろうか？！」 

これは、一部の職員のことを言っているだけで、全職員のことを言っているわけではない。 

「私共の憂慮は、市職員が自ら主体的かつ積極的に行財政を改革しようという意識・熱意

が一部の方ですけれども余り見えない事である。確かに行政は民間と異なり、収益を上げる

必要性も義務もない。しかし、だからと言って、日常業務の効率向上や、財政の節減をしな

くて良いという事では無い。以上の意見に対しては、『考え過ぎだ！』『違う！』『失礼な！』

との反論は予想している。然らば、その反論を議論の中や日常業務の態度で示して頂ければ

大変助かります。内心は嫌だが仕方なく携わる仕事と、使命感に駆られ熱意を以て取組む仕

事では、その出来栄えに雲泥の大差が出る事は世の常識であり、是非共、後者の態度を採っ

て頂きたい。 

今回の提言は、改革の第一歩に過ぎない。今後更に、市民や行政職員に既得権と思われて

いた聖域に踏み込んで、痛みを伴う改革をしていこうという第一歩の今日、敢えて『職員の

潜在意識の改革』に踏み込んだ提言を行わざるを得ない事を、行政幹部は重く受け留めて頂

きたいと考える。」と文章を締めくくっている。 

この文章が提言の中に入るとは必ずしも私も思ってはいないが、こういうことを非常に強

く感じている。やっぱり物事やるときに、これはやらなきゃいけないと思って取り組んでい

くのと、しょうがないと取り組んでいくのとでは全然違う。話したときに顔色とか目の色を
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見ると、この人は燃えてやろうとしている、とか嫌々聞いているというのは大体分かる。み

なさん民間の危機感に比べると、危機感が少ないのではないか。ここにおられる方は大部分

違うと思うが、そういうことを言いたくて申し上げた。 

ただ、まとめとしてはその前半は、出来れば入れていただきたい。 

 

○栗林会長 

田平委員からの意見は、資料に入っている「4.市職員の意識改革の必要性」というのを是

非追加して欲しいと文案も提案していただいている。13 ページのⅤのセクションを見ると、

実効性を高めるための方策についてということであるが、10月以降より中に切り込んでいく

わけだが、これは強いて言うと取っ掛かりである。市として積極的な情報公開による市民へ

のアピール、私も強調したが、情報が足りないので、情報公開してアピールしようというこ

とである。それと２として決算状況を踏まえた結果の検証、これ非常に重要である。つまり

これも会議に出たが、やりっぱなしではなくて、毎期毎期決算をしてその目標値と決算値を、

この乖離を検証すべきだということ。３は今後の施設運営の見直しに向けてこんなことが書

かれていて、４として田平委員から実効性を高める方策の一部として、市職員の意識改革が

必要であるとご提案があった。 

まず、この４の市職員の意識改革の必要性として追加して欲しいということに関して、ど

なたかご意見はないか。 

 

○新田委員 

前回、前々回とお休みして議事録しか捕捉していないので申し訳ないが、まずは田平委員

の意見には賛成である。プラス出来れば、何が今回対象となる公共施設なのかというのを全

体的に明示した方がいいと思っている。というのは最初のレクチャーで受けた時、今回見直

しで料金改定の対象となるもの、今回の料金改定の見直し対象にはならないものを、最初に

分けられて明示されていた。私はなぜ今回対象にならないのか、市の事情なのか分からなかっ

たが、今回の田平委員のお話をお伺いしていると、その聖域なく突っ込んでいくということ

も含めて、今回対象にはならないが全部見直しますという話なのか。 

最初に受けたレクチャーで、斎場、公民館はなるけれど、保育園、放課後保育クラブは対

象にならない、その分けも含めて情報開示されていないのでそこも含めてやっていただける

のであれば、私は賛成である。市の方が勝手に分けておられるのかというのが分からなかっ

たので、そこも含めてなら賛成である。 

 

○栗林会長 

今、いいこと言っていただいた。我々はもう分かっているので、抜けてしまう。基本的に

今後正式に開示して何も知らない人が見るので、そういう人が見て分かりやすいというもの

にする必要がある。つまり今回公民館とか見直すが、幼稚園はなぜ見直さないのかというこ

とだが、なぜかということをみんな分かっているが、掻い摘んで要点だけ事務局から話して

ほしい。 

 

○蛸島財政課長 

最初の段階で幼稚園とか自転車駐輪場は対象外という話をしたかと思うが、これらについ

ては基本的にこのような審議会がある。財政部長とも十分話をしているが、答申をもって、

それらの審議会でお諮りしようと思っている。ただ、決めていただくのはそちらの審議会の

中で算定していただく。 
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○栗林会長 

新田委員はお休みになったので分かりづらかったかもしれない。個別の審議会マターじゃ

ないのが公民館等である。したがって我々も答申できるけれども。たとえば幼稚園等に関し

てはその料金を決める別途審議会があるから、他の審議会に我々審議会が口を出すわけには

いかない、そんな流れになっている。 

会長としてはこんなことを補足してもらいたい。どこか適切な場所に見直しの施設はこう

いうものであると、それはなぜなのか、幼稚園等はなぜ入ってないのか。それは別途審議会

があるからだと、こう書いてもらって。行政の方が積極的にやっていただけるとのことだが、

我々としては我々の管轄として、公民館等の抜本的な見直し案を、是非各審議会等にそういっ

た提案等を投げてもらって、是非参考意見として、今後我々答申の及ばない公の器に対して

是非、抜本的な見直しを要望する。そういった文言を入れたい。 

それと、田平委員の 4 番、市職員の意識改革の必要性を入れるということに関して新田委

員は賛成ということだが、反対意見はないか。それはここにはそぐわないとか、附帯意見に

いれるとか、吉原委員何か意見言ってほしい。 

 

○吉原委員 

私は賛成である、なぜかというと、市民負担率という明解な計算法をもし答申するとすれ

ば、じゃあ今まで受益者負担率というのをわけの分からない公民館の面積を廊下から階段ま

で全部入れて待合室からどこまでも全部入れて、それで使用料を取って算出してきた、これ

を誰もおかしいと思わなかった。おかしいと思うような気持ちをどこかに持ってほしい。私

は役所の皆さんは優秀だと思っているので、その皆さんが戯けているのではなくて、おかし

いと思わなかったことがおかしいということに気付いていただくという意味で、意識改革と

いう言葉がここに入っていた方が、折角の答申の実効性が上がっていく大事な要素になるの

ではないかと思う。 

 

○栗林会長 

皆さん主として民間でご活躍なさっている、ご活躍されていた方に集まっていただいてい

るが、意識改革というのはすごく難しいことである。 

1 分だけ脱線すると、日航のケースもそうである。あっという間に復活したが、稲盛さん

があまりにも意識の隔たりにびっくりしたとあったと思う。実は意識改革はすごく難しい。

たぶん当初は、市長が意識改革しよう、と語っている。ただ田平委員の言葉をお借りすると、

一部の方がうんともすんとも言ってくれないということだと思う。私も見たわけではないけ

ど、おおよそそうなのではないかと推察している。そんなことなので、意識改革は大きな反

対がなければ入れたい。 

特段大きな反対も出ないし、お二方から賛成もいただいているので、それでは４として市

職員の意識改革の必要性という項を入れることとする。文面は田平委員からご提案いただい

ているが、田平委員の文章を尊重した上で、私と田口副会長で若干主旨を踏まえつつ修正を

行いたいが、どうか。 

 

○田口副会長 

私も意見を言える立場ではないが、私もここの場所は実効性を高めるということで、ずっ

と市民へのアピール、ＫＰＩ、決算状況を踏まえた検証というところで、実際施設の見直し
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をしたい。そこで、最終的に人が行うという意識が大事だということで、田平委員の意見は

大事であり、賛成である。ただ文章というか流れがあるので、会長・副会長で若干流れを見

て修正させていただきたい。 

 

○栗林会長 

それでは田平委員のご提案はそのような取り扱いとさせていただく。 

それでは資料 2 の 3 ページだが、現状の用語等の使い方等々、細かいご提案いただいてい

るが、これどなたか。大矢野委員にお願いしたい。 

 

○大矢野委員 

僕の意見は基本的には提案されている通りだと思う。ただ、改革をしたときに何をどのよ

うに改革したのかを具体的に見えるようにするためには、現状の用語と新しく付け加えた用

語の対比が図としてはっきり出ていた方が分かりやすいと思った。ここの式を少し入れたな

らば、整理されると思った。場所としては 12ページの後ろあたりを入れていただければいい

のではないかと思う。一番最初から説明するが、今回の審議というのは、結局使用料手数料

の使用料の算出方法の妥当性に終始してしまった。これは一番最初の頃から申し上げている

が、壮大な計算間違いをしている。まず、100本を何人かで分けた。それを回収したら 14本

になっていた。トイレを利用するのも有料という計算になっているので、14本しか実際動い

てない。しかもそれに受益者負担率 50%を掛けてしまっているので、実際評価の基準として

出てくるべきものが、比率として掛けてしまっているので、結局 100 本のものが 7 本になっ

てしまっている。これは大変だということで、そこの計算式を直す、修正することに集中し

たことになった。その結果が本答申で強調できたということは意義が大きいことだと思う。 

逆にいうとここに終始してしまったために、我々市民の代表なので、こういう公民館だっ

たらよかったのに、こういう価格設定だったら市の状況考えると譲歩できるとか、僕はそう

いうところに本当は議論を集中したかったが、それが出来なかったというのは今後の議題と

しては持ち越しになると思う。 

その次に、現状の使用料の算出方法の議論の中でやっぱりまだ気持ちが悪いところが残っ

ていて、議論がオープンになっていくと今までの受益者負担率は何だったのか、ということ

に我々は何も答えていない。平たくいうと計算間違いだったということだが、それでは納得

できないのではないか。また、金額というのはどうやって決めるものなのか、社会通念上妥

当、市民が納得できる金額を原則とすべきだと申し上げたが、その主張はあまり変わってい

ない。あまりいい計算の仕方ではないが、計算してみると、たとえば A公民館 B会議室で 3,600

円掛かる。それを従来の受益者負担率 50%を掛けると 1,800 円。前回も申し上げたが、プー

ルに子どもが遊びに行くのに 200 円かかる。そうすると公民館は 10人使うとして一人の大人

が 200円払って 10人集まると、大体 2,000円位になる。そうするともう少し議論が必要では

あるが社会通念上妥当な金額の算出基準というのと、従来の受益者負担率を経費に掛けたの

は近い位置にあると考える。したがって、今後はこれをとりあえず目標値として設定するの

がいいのではないかと思った。市としては 3,600 円かかっているところの、1,800 円を回収

するところを目標としているという説明が出来るのではないかと思う。 

そして、それに対して(2.1)、(2.2)というのが答申の中で出ている、大胆な見直し 12ペー

ジの大胆な見直し、いってもいきなり全額取る、50%取るのは大変だというのを反映したのが

(2.1)と(2.2)と思う。これが調整率になっている。実際に市民負担率を 30%に設定した。も

しかしたら利用者が減るかもしれないので結果的に受益者負担率は 30%あるかどうか分から

ないので、やってみないとわからない、若しくは別のところで経営努力をなされて率のいい
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負担に上げてくるかもしれない、というところで調整率を上げてきたらいいなという、目安

でしかないのかなと思う。たまたま例えば調整比率を 30%として、かかった経費 30%に変えて

いるのであれば、それを受益者負担率の実現値として、これを市民に公表したい。そして最

後の 4 番目というのは目標に対して実現値があるなら、それがどれくらい達成できたかとい

うのを示す何らかの指標があるほうがいいのではないかと私は思う。 

たとえば今の状況だと、いろいろな計算の仕方があると思うが、ここでは受益者負担率の

実現値を割ったもの単純に出したが、たとえば今の現状でいうと、実現値は 7%、目標値は 50%

である。この計算で行くと、目標に対して 14%の達成率になるということをまず示すことが

出来る。もし今度は調整比率を 30%にした場合には 30%を 50%で割って 60%。そうするといろ

いろな努力に対して、うまくいけば 14%の達成率が 60%の達成率まで改善した、若しくは改善

しなかったと。それに応じて、調整比率が高すぎたとか、もっと高くしていいとか、そうい

うものの指標として、到達点を示すのがいいのではないかと思う。 

まとめると私の意見としては全体としては答申案として賛成である。ただ妥当な金額とい

うのを市民の代表としてもっと示すべきであったという感想と、もう一つは折角改革案を出

したのだから、前の何をどういうふうに改革したのかというのを分かりやすい表現で示すべ

きであると考える。あとは折角なので、目標値、実現値、達成率も加えていって、これを一

体となったものとして提言して、改革というか、もっともっと良くするための指標として、

せっかく出した受益者負担率というのを積極的に役立てていく仕組みとして目標達成率とい

う指標を整理させていただいた。 

 

○栗林会長  

この受益者負担率という難解な概念に関して、大矢野委員が切り口といいますか、意見を

言っていただいて、大分全委員の間で明確になったところであるが、今のご提案、3 ページ

のところ、私なりの理解を申し上げるので、委員の皆さんもよく考えていただきたい。 

いわゆる目標とすべき受益者負担率があってしかるべきである。それはそうだと思う。大

矢野委員の右側の答申案のところであるが、公民館を想定すると、公民館の受益者が負担す

る負担率、目標値は行政としては 50%である。それに対して、ちょっとスキップするが、(3)

のところで決算してみると、実際の実現した受益者負担率が何パーセントであったか出る。

したがって結果として目標達成率がでるわけで、これを今後、毎期毎期きっちりと検討して、

今後に役立てて欲しいと、これは当然のことだと思う。ちなみに若干難解にしているのはこ

の(2.1)、(2.2)の市民負担率と施設各種調整比率の話であるが、受益者負担率というのが形

骸化していって分かりづらいので、その言葉やめて、市民負担率という言葉を入れると。そ

れとさらに、調整比率を掛けてウェイト付けて勘案しないとやっていけないという話である。

（施設格差)調整比率と書いてあるが、経過措置調整比率も入ってくる。したがって(2.1)、

(2.2)のところでいわゆる新しい概念、市民負担率と、さらにいろんな種類の調整比率が入っ

てきて、これ実際計算しないとならないのでテクニック必要である。テクニカル的なターム

としてこういった市民負担率や各種調整比率が入ってくるが、目標とする受益者負担率と結

果として実現される受益者負担率は明らかとなる。それを毎期明らかにして目標達成率、再

分析していくべきだと、もっと明確に盛り込んだ方がいい。ほぼこれに近い話が議論されて

出ている。 

そうしたら今のところは、非常に分かりやすいので、正・副会長と事務局で検討して、11

ページ 12ページの我々の新たな使用料の算出方法の提言の中のどこかに、まず目標とすべき

受益者負担率があって、公民館だと 50％であると。実際の使用料を計算するテクニカルとし

て、市民負担率と各種調整比率を使い、更に決算で実際の受益者負担率が出る。そして毎期
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目標達成率を吟味して管理していく。そんな風に答申したらどうか。私の整理で、こうした

方がいいとかあるか。 

 

（「異議なし。」の声あり。） 

 

○栗林会長 

それでは 11 ページ 12 ページに今言ったようなことを補足的に大矢野委員の意見を入れて

より分かりやすくするというふうにしたいと思う。 

 

○吉原委員 

実は前回の会議の後、いろんな友達と会うたびに、この値上げの話をした。その中で、実

は大矢野委員が前回おっしゃった一人何百円、100 円とか 200 円とか、あと人数を掛けて払

うというのは意外に評判が良かった。いろんな方に。すごく分かりやすくって、それならい

いねという人が意外に多かったことを一応お伝えしたい。それが市民に理解しやすいという

ことであれば、今回折角なので、附帯意見の中の表現は大矢野委員にお考えいただくとして、

今までの社会通念を度外視したような新しいアイデアとして、こういう考え方もあったとい

うことで記録に留めていただくとよろしいのではないかと思って申し上げた。 

 

○栗林会長 

大矢野委員の意見はいかがか。 

答申とはならないが、そういう考え方もあるという是非今後参考にしていただく意見とし

て附帯意見にのせたらどうかと、吉原委員から意見があったがご本人としてはいかがか。 

 

○大矢野委員 

要望があれば検討する。 

 

○栗林会長 

附帯意見なので、是非これはというものは載せたいと思うし、確かに吉原委員がおっしゃっ

たようにユニークで今までない概念で、且つ実際に好評であったと言うことなので、附帯意

見であって答申ではないので、載せるということにしたい。反対の方は特にいるか。 

 

（「異議なし。」の声あり。) 

 

○栗林会長 

そうしたら、大矢野委員に附帯意見をお願いして、事務局にお寄せいただくということに

したい。 

それでは資料 2 の 4 ページであるが、以下のとおり追加と削除を提案ということで、これ

どなたか。平田委員にお願いしたい。 

 

○平田委員 

私は今回の答申案は全体としてよくまとまっていると思う。そういう意味で私が言うのは

些細なものばかりで恐縮だが、そこにあるように 2 ページの文言で、最初の厳しい財政状況

で全体感をそこで述べてあるので、分かりやすいが、◇経常収支比率のところで、20年度ま

で概ね 87％前後で推移していたものが、21 年度に来て急速に悪化しと数字が並んでいるが、
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21年度決算以降急速に悪化とあるが、なぜ急速に悪化しているのか、一言入れたほうが、分

かりやすいと思う。細かな分析をしたわけではないが、20年の 8月にリーマンショックがあっ

たので、それによって市税の落ち込みが大きくになったためではないかと思うので、表現は

お任せするが、例えば「リーマンショックの影響等から」を冒頭に入れると、そういうこと

かと分かりやすいのではないかと思う。 

それから次は 10 ページの意見のところだが、アンダーバーのところを削除して欲しい。そ

して、薄くシャドウのかかった部分を追加したほうが分かりやすいのではないか。簡単なこ

とだが、私はどうみても手数料を少々引き上げたところで、市川市のマイナスイメージにな

るとか、都市間競争の観点からデメリットのほうが多いとあるが、そうは思わない。という

のは、「シティセールス」とか「住民数の確保」という面でマイナスに働く可能性はほとんど

ありえないのではないかと思うからである。なぜかというと、手数料の引き上げで街の「シ

ティセールス」とか「住民数の確保」という面でマイナスイメージが出るくらいなら、今回

の使用料の引き上げ、しかも大幅で 3 倍、4 倍ということで、将来的にもっと上げていくと

いうのであれば、はるかにそちらの方がマイナスイメージは大きくなるという疑問があるか

らで、アンダーラインのところが、論理的にしっくりこない。そこで、ここを削除して繋げ

れば、文章としてつながってくる。全体として結論が原案通りでやむを得ないことについて

は、私は異議はない。アンダーライン部分はちょっと引っかかるなと思った。そういう意見

である。理由はそこの下に書いてあるとおりである。 

 

○栗林会長 

若干の議論を全員でしたいと思うが、まず冒頭ご指摘された、経常収支比率のところが分

かりづらいという部分は、おっしゃるとおり分かりづらい。われわれよく分かっているので、

すっと入るが、初めて読む市民の方々にとって分かりづらい。したがって、これは平田委員

のご意見のとおり直す。それで文案等はわれわれで考えますけれども、これなぜ悪化したか

というと、リーマンショックの影響とそれに伴う市税の落ち込みということであるから、そ

ういった言葉を補って、初めて見る人がそうなのかとわかるようにさせていただきたいと思

う。 

次は、ここはちょっと書きすぎではないかという部分である。言われてみれば、そうかな

と思う。こういった答申とか、複数の委員で決めるものというのは、どなたかがおっしゃる

とそうかと思う。現状維持やむなしというところは皆さん異議のないところであるが、手数

料をちょっと上げたからといって市川市がマイナスになるということは、デメリットが多い

からやめるというのは消極的過ぎるということである。今現在は、脳みそがそのとおりになっ

てしまっているので、どうか。ご意見はどなたかないか。どんな風に直すか。逆に住民票 1,000

円になるとニュースのトップになるから、宣伝効果が上がるかもしれない。それはさておき、

現状維持が結論であるが、上げるとマイナスだというのは書きすぎか。副会長何かあるか。 

 

○田口副会長 

いろいろ検討して、確かにそうだと思う。ただ、平田委員は両方削るということか、それ

とも、またの方だけ削った方がという考えか。 

 

○平田委員 

両方である。 

 

○田口副会長 
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両方か。それなりの理由をということで、ここに色々書いたということもあるが、皆さん

の方がこちらの方がよいということであれば、手数料の方は見直しをしたいと思う。 

 

○栗林会長 

はい、新田委員どうぞ。 

 

○新田委員 

素人的なお伺いで申し訳ないが、ここだけ突然原案通りでやむを得ないというという文言

になっている。他は地方自治法何条はこんなことという説明がしてあるので、この原案通り

でやむを得ないという原案って、一体何を指しているのかが分からない。他がその二つのこ

とを書いてあるのであれば、削ってもいいとなるし、ということでご判断いただければいい

のかなと思う。私、今行財政改革大綱を見させていただいているが、これがどこの部分なの

か、全体を通して言っていることなのかが分からない。 

 

○栗林会長 

全くそのとおりで、この原案というのはその前の部分を受けていて、手数料について近隣

市との均衡を図るという案である。要するに横並びなので、結局隣接している他の市は同じ

値段でやっているから、要するに近隣市とのバランスを見て、横並びでいくというのが原案

である。ただ、この原案というのが分かりづらいので、もうちょっと文言を直すこととする。

そこで、手数料について近隣市との均衡を図るという観点から現状を維持すると、もうちょっ

と言葉は考えるが、原案通りというのはおかしい。そこのところは文言を直すこととする。 

問題は、結局住民票とか、印鑑証明とか戸籍謄本という話であるが、これを実は取る人は

少ない。平均的サラリーマンの中で取るのは一生に数回である。マイホームを買うとか。特

に戸籍謄本にいたっては、一昔前は子どもが学校に入るとなれば、請求された時代もあった

が教育的観点から今はない。だから、戸籍謄本を取る機会はほとんどない。つまり、この手

数料に関しては、市の増収ということに、もともとパイ的に寄与しないし、300 円を 400 円

に上げても、大した増収にはならない。それだったら、近隣市とこういった横並びの均衡を

図ったほうが、いいのではないかということで。 

これに関しては、この審議会の議論も残念ながら低調で、抜本的に力を入れても大した増

収も見込めないし、やってもしょうがないじゃないかということで事務局の言葉も原案通り

でやむを得ないという言葉になっている。ただ、そうは言っても附帯意見に書かれているよ

うに市川市独自の挑戦というものを打ち出していくべきだし、市川市としてこういう考えで

住民票はいくら、印鑑証明はいくらということを打ち出していくことも新機軸である。 

そうすると、私も平田委員の意見を今聞いて、今考えて今ここで言っているが、いわゆる

現状やむなしありきの後付け理由となっている。そうではなくて、意見をもっと建設的な意

見にして、結果としては本答申では現状やむなしと、そうすることとする。だから、意見と

しては皆さんからいろんなものを聞いたが、市川市の独自色を出して、手数料というのは全

額市民が負担すべきであるから、つまりかかっている費用は、基本的にその人その人に全部

行くわけだから、例えば住民票 1 枚発行するコストというのを正確に計算して、それを全額

市民に求めていくというのが理論的ではないか。副会長どうぞ。コストの考え方について。 

 

 

○田口副会長 

コストの考え方はそのとおりである。当初議論でそういう話もあって、どなたかがそうい
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う議論をされていたと思う。ただ均衡を図るということでこういう形で終わったということ

で、実際コストという意味では、ここに書かれているようなことだったと思います。 

 

○田平委員 

今の会長・副会長それから平田委員の意見に賛成である。平田委員も手数料を引き上げろ

とは言ってなくて、この 3 行と 3 行をカットしようというのは、ここも聖域なき対応、こう

いうところにも手を付けていくということを言いたいからカットしようと言われていると思

うので、私も平田委員の意見に賛成である。 

 

○栗林会長 

事務局の所管の方が一杯いるので、何でもいいが、印鑑証明とか住民票とか戸籍謄本で 1

通発行するのにどれくらいのコストがかかっているか。計算するのが非常に難しい。例えば

戸籍謄本を作る道具があって、それを 1 通発行するのは、コピーをしてはんこを押すだけの

話ですから、極端な話。そうじゃなくてあらゆるコスト概念が。課長お願いしたい。 

 

○蛸島財政課長 

20年度決算ベースの経費は、住民票で 1億 5,499万 7千円ほどかかっていて、手数料で入っ

ているのが 7,373万 4千円、実質の負担率としては 48％程度となっている。それ以外のもの

も戸籍なども大体 50％位になっている。 

 

○栗林会長 

そうすると実際のコストの半額くらいになっているということである。そこで、ちょうど

まだ時間があるので、皆さんにお聞きしたいが、現状維持という結論にはさせていただくが、

この手数料について、全額受益を受ける市民に求めるべきなのか、今行政と市民でたまたま

折半になっているので、折半でいいという議論である。もし折半でよいというのが多数であ

れば、本当に今のままでいいと思われる。いわゆる手数料とか使用料とは私的には 100％市

民が負担すべきものだと理解しているが、そこのところどなたかご意見はないか。そうする

と理論的には倍額に値上げすべきだということにはなる。ただ、実際に値上げしろとは言わ

ないが。 

 

○吉原委員 

私思うには、20 年度のときの計算の 1億いくらというのが信用できない。どうしても数字

が出てきたときに、私 A公民館の B 会議室の 3,600 円というのが信用できない。どの公民館

のどの会議室のことを言っているのかと。それが具体的でないと、妥当かどうかの判断がで

きない。ただ、今回はそれでも 3,600 円という数字が出てきたおかげで 1,800 円というのが

出てきて 250 円との乖離が分かったので、それはそれでよかったかと思っている。 

ただこういうデータは、私たちは与えられるとそうかと思うが、実際そのデータが本当な

のか。さっきの受益者負担率の計算自体が大矢野委員の言葉を借りれば計算間違いをしてい

た。そうすると、じゃあ手数料の 7 千万に対して 1 億 5 千万くらいの経費がかかっていると

いう計算自体がどこから出てきていて、どこまでの経費が入っていて、どうなっているのか

が分からないと、この場で付け焼刃的にやるのがいいのかと疑問に思う。 

 

○栗林会長 

吉原委員は経営者としてそういう意見があるということだと思う。事務局の課長、先ほど
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の 1 億 5 千万というのはそのセクションのコストに何が入っているのか。手元に資料があれ

ば、人件費と何と何が入っているのか。 

 

○蛸島財政課長 

一番最初の会議の資料に積算基準ということでお出ししているが、事務処理に要する年間

の人件費、物件費と呼ばれるもの、印刷製本費、紙など、それとか、旅費、通信運搬費、消

耗品などですね、備品購入費など・・・ 

 

○吉原委員 

コンピューターの使用料とかは入っていないのか。 

 

○蛸島財政課長 

それも入っている。そういったものを年間で積算し、発行枚数で割る形になっている。 

 

○田平委員 

私も民間経営者の端くれの一人なので。例えば、1億 5千万の数字が正しいとするならば、

もし私が行政のそういった責任者であれば市民が今 7,500 万しか負担していない。何とか今

のコストを半分にするように考えろと。とにかくもっとコンピューター化して人手を減らし

てやれと、と私は言います。そうしないとまた勝てない、ライバルにつぶされる、それが民

間である。 

 

○栗林会長 

いまコスト面からということで、両面である。そうしたら、そろそろ取りまとめたい。こ

の平田委員が削除した方がいいとおっしゃった 3 行×2 の 6 行、ネガティブな表現、これは

やめることとする。それに代えて、今出た中で、こんな表現にしたいが、細かくは打合せし

て、正・副会長と事務局で文案を練ることとする。要は住民票なら住民票のコストに対して、

使うかどうかは財政課等々と打合せするが、今現在手数料が約半額くらい、にしかなってい

ない。つまり、大幅な赤字である、というような現状になっている。したがって、結論は近

隣市との均衡を図るということで、現状維持ということだが、今後の課題と展望として、手

数料は理論的には、受益を受ける市民が全額負担するのが望ましいので、市川市独自の料金

体系を模索すべきだし、同時にコストカットも図るべきである。そんな文章で検討したい。

実際よその市のデータが出ていれば見たいが、住民票とか印鑑証明のようなベーシックな

サービスは費用を全額回収できれば、行政の経営という面では大きい。 

 

○吉原委員 

あと、正確なコストの算出。せっかくここにも書いてあるから、それはぜひお願いしたい。 

 

○栗林会長 

でもそれは難しい。どこで、何をどういうふうにやるかということで。 

あと 20 分くらいなので、主たるご意見をいただいた 4 名の方について、お伺いしたいが、

木村委員のおっしゃったのはおおよそこれでよろしいか。追加等があったらお願いしたい。 

 

○木村委員 

個別の施設ごとなのか、施設の集合体で見るのかという点は。 
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○栗林会長 

そこのところ文言を少しいれるべきか。大矢野委員のところで、結局受益者負担率の目標

値と実現値を計算するということになると、当然個別に全部やることになる。 

 

○木村委員 

コスト計算は別にいいと思う。問題は料金を決めるときに、施設全体で見るのか、つまり

公民館全体で見るのか、A公民館単体で見るのか。 

 

○栗林会長 

それに関しては、われわれのところの方針としては、いわゆる調整比率の導入も検討して

くれといっているわけであるから、結論として個別になる。A公民館はいくら、B公民館はい

くら、C公民館はいくらと。ただ、その判断はわれわれにはできないので、行政の現場でもっ

とも適切と思われる判断をしてほしいと言って、その判断に基づいて改善されない場合には、

民営化とか統廃合という話になる。 

田平委員は積み残しなどはないか。 

 

○田平委員 

会長、副会長、事務局にお任せする。 

 

○栗林会長 

大矢野委員は先ほどの議論でよろしいか。はい、あと平田委員の今の、概ねいい提案をし

ていただいたということで、まさしくそのとおりになっている。では、先ほどの話だが当市

の規模で住民票で入ってくる収入はせいぜい 7～8千万で、びっくりするくらい少額である。 

まだ若干の時間があるが、今回の答申の第 1 弾ですよね。使用料・手数料の見直しという

ことに関しては、4 回の審議を経たわけだが、概ね、今日 4 人の方の意見を主として、概ね

これでよいであろうということであるが、まだ 20分くらい時間があるので、全くご発言のな

い方は、感想でもいいので一言お願いしたい。 

 

○ハリス委員 

資料をいただいて、改めて拝見して、頭の中がすっきりした気がする。 

 

○栗林会長 

古瀬委員 

 

○古瀬委員 

要望としてぜひお願いしたいのは、さきほどの田平委員の意見でアメリカのデトロイトと

か北海道の夕張とかが出ていたが、本市においても外環ができると下水管の普及によって相

当お金がかかっていくわけである。そういう状況、下水道の建設費に相当かかるので、その

ためにも使用料の値上げとかがやむを得ないということを、2 ページの本市を取り巻く状況

になると思うが、そういうところに盛り込んだ方がいいと思った。 

あともう一つ、冒頭で公民館の幸前委員の前回に関する冒頭で公民館に関してこう考えて

いるというようなことを行革の方が代弁して、お聞きしたが、何かこの間幸前委員からお聞

きした生々しい話からするとさらっと流されてあれと思ったが、もう少し具体的に聞かない
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とこの使用料の話、これからやっていく本番の話の中で、やっぱりもう少し掘り下げていか

ないといけないと思った。 

 

○栗林会長 

今古瀬委員がおっしゃったことで、市民にも当然危機感を持っていただいて、だから使用

料を上げるんですよということであるので、本市を取り巻く状況の中でさきほど悪化した原

因としてリーマンショック、税収不足ということを補うと同時に、そういった今後の外環等

の建設に伴う当初負担が巨額であるというコスト面もここに補うこととする。だから、税収

が不足してかつコストが出て行くんだ、ダブルパンチである。そういったことで、危機的な

状況なので、余りにも安すぎた使用料を値上げせざるを得ないと、そういう論調にさせてい

ただきたい。 

後段の幸前委員の話は、行革の方も一生懸命調べてくれて、任意団体なので、結局市が直

接関与していないという話である。そうすると古瀬委員が合点がいかないというように若干

妙なことにはなっていて、要は市が関知していないそういった任意団体が現場で顔なじみに

なって若干の便宜を図ってもらうことがあるのは間違いないと思う。 

ただ、その背景に全員を平等にすると前の日から行列ができて、うるさくて近隣住民から

苦情が来たという事実もある。したがって非常に難しい話だと思う。 

はい、それでは石橋委員お願いする。 

 

○石橋委員 

公民館のことが出たが、一般には民間という意識はないと思う。役所直属というものの考

え方が、行き渡っていると思う。だから、そのへんはもう一度色々な形で説明をしていただ

く機会があればと思う。結構色々活躍している方でもその辺は明確でないということが耳に

入ってくるので。だから営利の形で利用することができないという話についてもちょっと曖

昧で、現実にはあそこでお稽古したりとかという方もいらっしゃるので、そのようなところ

が一杯ある。 

 

○栗林会長 

幸前委員どうぞ。 

 

○幸前委員 

公民館の話は、話題に上って切り口となれば、私的には十分である。効率化のときにその

辺の話はゆっくりと話をしたいと思う。 

私がこの答申案を読んで 14 ページにある決算状況を踏まえた結果の検証というところで、

きちんと書いていただいてうれしいなと思った。子ども・子育て会議が市川市でも始まって、

2 回目で本題に入っており、第 2 次次世代育成行動計画の昨年度までの進捗状況の説明を受

けたが、これは 22年度から 26年度までの中間年だったが、たとえば 22年から目標値を 100

にして 22年度達成度 200、23年度達成度 200、これまでの実績が倍くらい上がっていてもそ

の後の計画はまだ同じ数字であったり、課題が毎年同じで、それに対する対応が毎年同じで

あったりした。その辺を突っ込むと、やはり、いろいろと中間で目標を見直したという項目

もあるが、私たちが毎年の決算で出していく新しい目標値と行政のその辺の感覚に少しずれ

があると感じた。先ほど田平委員がおっしゃった意識改革という私たちが当たり前と思って

いることが、ちょっと度合いが違う部分が大きいと思うので、その辺を触れていただけると

いいなと思った。 
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○栗林会長 

はい、じゃあ杉浦委員どうぞ。 

 

○杉浦委員 

今回の案につきましては基本的に賛成である。これまでの議論も聞かせていただいたが、

議論を踏まえて、今回 11ページの行政の裁量による調整比率の部分において、先ほどの話で

目標をいくらくらい実現できるのかということを大きく左右する調整比率ということだと思

うが、そうすると意識改革という点と合わせると 11ページのこの行政側の裁量というところ

において、裁量と責任というふうに責任を入れたほうがいいのではないかと思った。これは

あくまでも目的に応じた裁量が与えられているのであって、それは同時に目的を実現しなけ

ればならないということにもつながると思うので、その意味で責任という言葉を入れたほう

がいいと感じた。 

 

○栗林会長 

はい、第一感レスポンス的には入れたほうがいいと思うが、どうか、裁量権を与えるから

責任を取るという当然の話なので、よいのではないか。それでは、「裁量と責任によって設け

ることができる」とする。 

さて、一通りご意見をいただいたが、まだ若干時間がある。 

はい、平田委員。 

 

○平田委員 

7 ページの真ん中のあたりの 2 箇所。具体的には、退職給付引当金繰入額、施設の用地賃

借料、公債費利子を追加とあるが、これらを追加することによって管理運営費の総額がどの

くらいになるのか、受益者負担額とか市の財政負担額がどの程度減るかをシミュレーション

できるのであれば、知りたいというのが一つである。14ページの 3の今後の施設運営の見直

しに向けてのところで従前より市の負担額は減少するものと考えられるが、どのくらい市民

の負担額が増えるのか、市の負担額が減少するのか、シミュレーションできれば教えて欲し

い。 

 

○栗林会長 

まず最初の 7 ページの方ですけれども、3 つのコスト概念を追加するということでいわゆ

る行政コストが増加するということはないと思うが、課長いかがか。 

 

○蛸島財政課長 

前回最初の提案をした際に、公民館では従前の計算方法と新たな計算方法の差額は 754 万

8 千円となる。その差額が賃借料と公債費利子、退職手当引当金ということになる。約 750

万円程度である。ただ、全体で見たらもっと違う可能性もある。例えば、一番最初に申し上

げたとおり、土地を借りて施設を持っているというところもあるため、かなりの金額の差が

出ると思う。公民館で言うと約 750万程度となる。 

 

○栗林会長 

あと 14 ページの方は、もう少し文章を補足する。確かに市の負担額が減少するとあるが、

何を言っているかさっぱり分からない。細かいシミュレーションはもちろん大変だが、今現
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在いわゆる受益者負担率が極端に低い。それが極端な話公民館を例に取れば 50%を目標とす

るというような中で、改善が見込めるということである。ただ今後目標値と実際値の再分析

の中で、平田委員の言ったシミュレーションをぜひ取り入れてもらって、経営にいかしても

らいたいと思う。 

今日これで最後なので、ほかに意見のある方はいるか。 

最後に少しまとめることとする。今日お手元にあるこの答申案だが、主として事前に 4 名

の委員の方から今日お配りしたレポートをいただき、それに関して各 4 名の委員の方から詳

細なご説明を受けた上で、私どもで取りまとめて皆さんに一つ一つお諮りして意思決定させ

ていただいて、皆さんに同意していただいたと理解している。 

今後の作業だが、先ほど申し上げたように、今度は案ではなくて本答申を来月 9月 18日水

曜日に私と田口副会長で市長に答申するが、今日の案に今日の議論を包括的に加えて、加筆

修正したものを私、会長栗林と副会長の田口先生でこの後取りまとめさせていただきたいと

思う。委員の皆様、任せていただくということでよいか。 

 

（「異議なし。」の声あり。） 

 

○栗林会長 

それでは責任を持って、正・副会長で行うので、よろしくお願いしたい。9月 18日に答申

するので、なるべく答申より前に皆様にはお送りするようにいたしたい。 

今後のことでだが、これで最初の使用料手数料については、9月 18日に答申であるが、次

回以降のことに関しては、とりあえず原則として第 3水曜日の 16時からということであるの

で、10 月は 16 日の水曜日夕方 4 時からということで予定しているところではあるが、また

行政の色々な都合上、何らかの変更等々があるかもしれないので、また分かり次第その都度、

お知らせすると同時に 10月以降からの議論、いよいよ行政の経営という本丸の議論というこ

とになる。これはすごく大切である。 

それで私随分長くこの席でやらせていただいているが、市川市は上から数えて非常に上の

ほうにいる裕福な市であるといえる。ところが相対的に見て裕福な市である市川市をもって

してももう大変だ、大変だ、財布が空になると言っているわけである。ところが地方公共団

体としてかなり上位に位置しているので、私も危機感が非常に足りないのではないかと思う

わけである。というのは、こんなことが現実に起きている。他の地方公共団体では予算がな

くなるため、どうするかという議論にならない。例えばせっかく建てた箱物も全くそのまま

お化け屋敷になってしまう。そのようなことが起きている。市川市の場合はお金があるので、

そういったことにいたっていない。今のうちに何とかしようということで市政戦略会議もあ

るので、10月以降の経営に乗り込む会議に皆さん各人のご専門の立場から鋭いご意見を寄せ

ていただいて、また、市長に対して突っ込んだ答申をしたいと思っている。はい、副会長。 

 

○田口副会長 

今回の答申、事務局を中心に栗林会長が大体関わり、こういう案ができた。今回の会議は、

4 人の方の意見を中心にますますブラッシュアップしたいい答申ができるということで、皆

さんの意見もちゃんともらったということで、ちゃんと反映できるようにまとめたいと思う。 

 

○栗林会長 

事務局の方で、事務連絡等はあるか。 
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○山元行財政改革推進課長 

会長のご案内とおりである。9月 18日の水曜日に答申をいただく。それから次回について

は 10 月 16日の水曜日午後 4 時から予定ということで、また確定次第ご案内をさせていただ

く。 

 

○栗林会長 

それでは、後は正・副会長で責任を持ってまとめるので、以上をもって終了する。 

 

 

【午後 5時 55分 閉会】 


